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文書No: NDSNT20250212-D05 

2025年2月12日 

「ほのぼの」シリーズ 

介護保険対応版 ほのぼのＮＥＸＴ 

システム担当者 様 

 
システム開発本部 開発第１部 部長 五十嵐 悠太 

 
 
拝啓 平素は「ほのぼの」シリーズをご愛顧いただきまして厚く御礼申し上げます。 

2024 年 7 月 4 日に「介護保険最新情報 Vol.1286」が発出され、2025 年 4 月以降の利用票・利用票別表に福祉

用具貸与（予防含む）の「用具名称（機種名）」、「TAIS・届出コード」欄が追加されることとなりました。 

これに伴い、ほのぼのＮＥＸＴの［福祉用具マスタ］にて商品名称と TAIS コードまたは福祉用具届出コード

（以降「TAIS コード等」）の登録・管理が必要になることから、［福祉用具マスタ］の事前準備を進めていただ

きたく対応内容をご案内いたします。大変お手数をおかけいたしますが下記内容をご確認の上、ご対応ください

ますようお願いいたします。 
末筆ながら、貴事業所の益々のご繁栄を心よりご祈念申し上げます。 

敬具 

記 

【対象事業種別】 
・居宅介護支援（予防含む）   ・小規模多機能型居宅介護（予防含む） 

・特定施設入居者生活介護（予防含む） ・複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） 
 
【利用票・別表の様式変更】 

居宅サービス計画書と福祉用具貸与実績報告書の記載内容を統一する目的から、2025年4月以降の利用票・

利用票別表に福祉用具貸与の「用具名称（機種名）」、「TAIS・届出コード」欄が追加されます。 

＜参考資料＞介護保険最新情報Vol.1286：https://www.mhlw.go.jp/content/001271371.pdf 

【第６表 サービス利用票】 【第7表 サービス利用票別表】 
 

 
 

【今後のシステム対応予定】 

システムラインナップ 法改正版リリース時期 

介護保険対応版 ほのぼのＮＥＸＴ 
1．2025年3月版（3月下旬リリース予定） 

2．2025年4月版（4月下旬リリース予定） 
 
2025年 3月版バージョンアップ後、利用票・利用票別表の「用具名称（機種名）」と「TAIS・届出コード」

欄に、［福祉用具マスタ］の内容（［商品名称］と［TAISコード等］）が表示されるようになります。 

別紙をご確認いただき、2025年 3月版バージョンアップまでの間に、［福祉用具マスタ］の登録を進めて

いただきますようお願いいたします。 
 

※すでに［福祉用具マスタ］で商品名称、TAISコード等の管理をされている場合、別紙の対応は必須ではあ

りません。必要に応じて［福祉用具マスタ］の内容をご確認ください。 
 
【お問い合わせ先】 

ご不明な点がございましたら「ほのぼの」シリーズサポートセンターまでお問い合わせください。 
以上 

【2025年4月改正】利用票への福祉用具貸与の 

用具名称・TAISコード追加に伴う事前準備のお願い 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/001271371.pdf
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【別紙】3月版バージョンアップまでの事前準備 
利用者の「福祉用具サービス計画書」にて福祉用具の商品名称とTAISコード等を確認してください。 

TAISコード等が設定されている商品を登録する必要がありますので、［ケアマネ］→［利用・提供票］→ 

［利用票］→［マスタ他］ボタン→［マスタ］ボタン→［福祉用具］→［福祉用具マスタ］画面で登録して 

ください。登録方法につきまして、以下2通りの操作方法をご案内いたします。 

 

※［福祉用具マスタ］は商品単位（TAISコード等単位）で登録してください。同一商品で単位数が異なる場合

でも、福祉用具マスタを分けて登録する必要はありません。利用票作成時にサービス選択画面で単位数を変

更することができます。 

 

1．福祉用具マスタを新規に登録する方法 

貸与価格の平均・上限マスタにない商品の場合、［ケアマネ］→［利用・提供票］→［利用票］→［マスタ他］

ボタン→［マスタ］ボタン→［福祉用具］→［福祉用具マスタ］画面で商品名称やTAISコード等を直接手入力

して追加します。 

※すでに登録している商品にTAISコード等を登録する場合は、該当商品に②、③の操作を行ってください。 

 
 

 

2．貸与価格の平均・上限マスタから取り込む方法 

 

②区分、商品名称、TAISコード、単位数など必

要な情報を入力します。 

※TAISコードはすべて半角で 

「5桁 + ハイフン + 6桁」（XXXXX-XXXXXX）

を入力してください。 

①［新規］をクリック ③［保存］をクリック 

②［取込］をクリック 

①［事業所］を選択 

③［読込］をクリック 

⑤［追加］をクリック ④チェックを付ける 
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■利用票の登録 

3月版バージョンアップ前にTAISコードを含むサービスコードで、4月以降の利用票を作成することができます。 

利用票の登録方法は従来どおりです。バージョンアップ後に必ず再計算してください。詳しくは2025年3月版リ

リース時の設定ポイント集をご確認ください。 

 

⑦［保存］をクリック 

 
⑥［福祉用具種目］と 

［変更後単位数］を入力 

⑧取り込まれた情報を確認 

②［基本サービス項目］を選択 ③［TAISコード等］が登録されてい

る商品を選択 

④［確定］をクリック 

①［行追加］をクリック 


